
通所介護サービス 重要事項説明書           

《別紙》 

 

(1) 提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険（１割負担）を適用する場合）について 
 

サービス提供時間数 

3 時間以上 
4 時間未満 

4 時間以上 
5 時間未満 

5 時間以上 
6 時間未満 

利用料 

（1 日当

り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

利用料 

（1 日当

り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

利用料 

（1 日当り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

要介護１ 4,347 円 435 円 4,556 円 456 円 6,865 円 687 円 

要介護２ 4,995 円 500 円 5,235 円 524 円 8,109 円 811 円 

要介護３ 5,643 円 564 円 5,914 円 591 円 9,363 円 936 円 

要介護４ 6,270 円 627 円 6,573 円 657 円 10,585円 1,059 円 

要介護５ 6,928 円 693 円 7,262 円 726 円 11,850円 1,185 円 

 

サービス提供時間数 

6 時間以上 
7 時間未満 

7 時間以上 
8 時間未満 

8 時間以上 
9 時間未満 

利用料 

（1 日当

り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

利用料 

（1 日当り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

利用料 

（1 日当り） 

利用者 

負担額 

（1 日当

り） 

要介護１ 7,085 円 709 円 7,868 円 787 円 8,182 円 818 円 

要介護２ 8,370 円 837 円 9,300 円 930 円 9,666 円 967 円 

要介護３ 9,666 円 967 円 10,784円 1,078 円 11,202円 1,120 円 

要介護４ 10,962円 1,096 円 12,247円 1,225 円 12,749円 1,275 円 

要介護５ 12,247円 1,225 円 13,668 円 1,371 円 14,212円 1,426 円 

 

※算定対象時間が 9時間以上となった場合は下記利用料が追加されます。 

 ・9 時間以上 10 時間未満の場合・・・利用料 522 円（利用者負担 53 円） 



 ・10 時間以上 11 時間未満の場合・・・利用料 1,045 円（利用者負担 105 円） 

 ・11 時間以上 12 時間未満の場合・・・利用料 1,567 円（利用者負担 157 円） 

 ・12 時間以上 13 時間未満の場合・・・利用料 2,090 円（利用者負担 209 円） 

 ・13 時間以上 14 時間未満の場合・・・利用料 2,612 円（利用者負担 262 円）  

※ 月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び地域密着型通所介護従業者の

数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び

利用者負担額は、70／100 となります。 

※ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一の建物から通う利用者は１日につき利用料

が 982 円(利用者負担 99 円)減額されます。 

※ 利用者に対して送迎を行わない場合は、片道につき利用料が 491 円（利用者負担 50 円）

減額されます。 

 

 

 加 算 利用料 
利用者 

負担額 
算 定 回 数 等 

介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

口 腔 機 能 向 上 加 算 (Ⅰ ) 1,567 円 157 円 1月に2回を限度 

科 学 的 介 護 推 進 体 制 加 算 418 円 42 円 1 月につき 

入 浴 介 助 加 算 ( Ⅰ ) 418 円 42 円 入浴介助を実施した日数 

中 重 度 者 ケ ア 体 制 加 算 470 円 47 円 サービス提供日数 

認 知 症 加 算 627 円 63 円 サービス提供日数 

個 別 機 能 訓 練 加 算 Ⅰ イ 585 円 60 円 サービス提供日数 

個 別 機 能 訓 練 加 算 Ⅱ 209 円 21 円 サービス月/1回 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 188 円 19 円 サービス提供日数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
所定単位数

の 8/100 
左 記 の １ 割 

基本サービス費に各種加算減算

を加えた総単位数（所定単位数） 

 

※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の

取組みを行う事業所に認められる加算です 

 

 


